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別紙 
 

貯蔵基地受配電設備定期整備工事（４・６ＳＳ）（Ｒ３） 
一般競争参加資格（条件） 

 
１．当基地における工事実績がない者は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７

条の２３項に定める経営事項審査の総合評定値通知書（審査基準日は平成２０年度以

降直近のもの）における電気工事の総合評定値が７００点以上の者であること。   

又は、当基地における電気工事の実績があり、当社が行うコントラクター技量評価結

果でＤ評価通知を受けていない者。但し、Ｄ評価通知を受けてから１年を経過し、改

善が図られていると当社が判断した者。 
 
２．会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立てがなされ

ていない者、又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始

の申立てがなされていない者。但し、更生手続き開始の決定又は再生手続き開始の決

定を受けている者は、その申し立てがなされていない者とみなす。 
 
３．現在、国又は政府関係者等から契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。 
 
４．本入札に参加した応札者は、落札者の下請け業者（二次、三次下請けを含む）として

工事施工に参加することは出来ない。 
 
５．一定の資本関係又は人的関係のある複数の者の同一入札への参加は出来ない。 
 
６．「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）」第２条

に規定する暴力団又は暴力団員と関係がない者であること。 
 
７．本工事は、経済産業省資源エネルギー庁（以下「資源エネルギー庁」という。）から独

立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下「機構」という。）が受託している

事業（資源エネルギー庁が大規模事業として指定）の一部を機構から弊社が受託して

おり、その一部を発注するものである。経済産業省において、調達ルールの見直しが

あり、その見直し内容を遵守する必要があることから、本入札へ参加するに当たって、

当該見直し内容を反映した「工事請負契約の契約手続に当たっての遵守事項等」（別添）

を遵守できる者であること。 
以 上 

 
 
 
 
 
 
 
 














